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◆ 本研修カリキュラムの特徴 ◆

講義のほか、ロールプレイングによる事例検討を実施。具体的な実施方法や
ロールプレイングに活用可能な５つの事例を紹介。
１日研修、半日研修の２パターンの時間配分を紹介。
カリキュラムの解説のほか、運営マニュアルも掲載。
本研修カリキュラムに沿った研修会用のパワーポイント資料例を用意（講師
用説明メモつき）。Ｗｅｂからダウンロード可能。
研修の目的や実施方法等に応じて、研修の実施主体にてアレンジ可能。

１．厚生労働省「令和４年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」：全体概要

事業目的

就労している家族介護者の介護離職を防止するためには、介護保険

サービスと育児・介護休業法に基づく介護休業制度等を上手く組み合

わせて、家族介護者の勤務実態等も踏まえたケアプランを作成する必

要がある。

そこで、令和２年度に策定した「仕事と介護の両立に関する研修カリ

キュラム」を基に研修を実施することで、ケアマネジャーが仕事と介護

の両立に関して学ぶ機会を設けるほか、将来的には全国の自治体等に

おいて当該カリキュラムを活用してケアマネジャー等へ研修を行えるよ

うなモデル研修としての役割を果たすことを目的とした。

事業内容

①研修講師養成

「モデル研修」および「講師派遣」において、カリキュラムの内容に基づきケアマネ
ジャー向けの研修を実施することができる講師を養成。

②モデル研修の実施

ケアマネジャー等が、就労している家族介護者の仕事と介護の両立支援に係る基
礎知識の習得、および今後自治体等が同研修を行うにあたり参考にできるモデル
研修を実施。

③講師派遣

講師派遣を通じて、自治体等において本研修カリキュラムを活用した研修実施を
支援。

ケアマネジャー研修 仕事と介護の両立支援カリキュラム ～カリキュラムの解説、研修教材、研修運営マニュアル

全体構成

第Ⅰ部 仕事と介護の両立支援カリキュラムについて

本研修の趣旨や対象者、研修やカリキュラムの全体構成、カリキュラムの活用
方法などについて解説。

第Ⅱ部 仕事と介護の両立支援カリキュラム

ステップ１ 家族が就労している場合の支援の視点

ステップ２ 両立支援制度の活用も踏まえたケアマネジメントの方法

ステップ３ 家族介護者の仕事との両立を踏まえたケアマネジメントの事例検討

ステップ４ 研修の振り返り

各ステップについて、研修内容や狙い、実施方法について解説。

第Ⅲ部 仕事と介護の両立支援カリキュラム 研修運営マニュアル

研修の運営に関して、企画から準備、実施までの手順や方法を紹介。
特にオンライン研修で行う場合の方法を具体的に解説。

付属資料 仕事と介護の両立支援カリキュラム 研修用資料例

第Ⅱ部の内容を踏まえた研修の資料例。

参考資料 ～お役立ちツール、参考文献の紹介～

家族介護者支援に役立つパンフレット・マニュアル・チェックリスト、参考情報を
紹介。

◆厚生労働省HPに掲載◆

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo.html 1



２．厚生労働省「令和４年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」：各事業の概要

①研修講師養成

②モデル研修、③講師派遣の講師やファシリテーターを対象とした研修

研修プログラム：

カリキュラムを活用した研修の目的、内容、実施方法等についての説明

両立支援制度の趣旨・利用にあたっての考え方や、就労している家族の

事例を具体的に学ぶことができる点など、カリキュラムの特徴を解説

講義の練習として、研修で使用する資料について受講者に説明を行って

もらうことを通じ、実際に講義する際のイメージや、講義する際の留意事

項等を確認

ステップ３のグループワークを実施し、研修の受講者の立場を体験する

機会も提供

②モデル研修の実施

開催回数：１回（11月7日）

受講者数：受講者76名(うち受講修了者72名) 傍聴者30名

※受講者のうち4名は途中退室

開催方法：オンラインによる開催

研修対象：ケアマネジメント業務、相談業務等に携わるケアマネジャー。研

修実施主体となり得る自治体の担当部局職員や研修実施機関の職員等

の傍聴も可能。

研修プログラム内容：

「令和２年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」にて策定

した１日研修プログラムを実施

講師派遣方法：自治体等より依頼を受け、研修講師を派遣。「令和２年度仕

事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」にて作成したカリキュラム

及び研修資料を基に研修を実施。

対象先：都道府県、市区町村、地域包括支援センター、介護者支援に関わる

団体

実施数：1２団体（申込先着順）

実施方法：

カリキュラム全体を活用した１日研修のほか、一部のみの半日研修など、

主催者の意向を踏まえながら研修ごとに設定。

自治体等が実施する研修の１コマでカリキュラムを活用し、本研修と合

わせて実施することも可能とした。

集合形式、オンライン形式いずれも対象。

開催形態と研修内容は下表のとおり

件数

研修内容

・ステップ１・２：座学
・ステップ３：グループワーク
・ステップ４：研修の振り返り

開催形態

4か所ステップ１～４オンライン形式

3か所ステップ１～2オンライン形式

1か所ステップ１のみオンライン形式

2か所ステップ１～４集合形式

2か所ステップ１～２集合形式
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講師派遣先都道府県講師派遣先都道府県

滋賀県○北海道
京都府青森県

○大阪府岩手県
兵庫県宮城県
奈良県秋田県
和歌山県山形県
鳥取県福島県
島根県茨城県
岡山県栃木県
広島県群馬県
山口県○埼玉県

○徳島県千葉県
香川県○東京都
愛媛県神奈川県
高知県新潟県
福岡県富山県
佐賀県石川県
長崎県福井県

○熊本県山梨県
大分県長野県
宮崎県○岐阜県
鹿児島県静岡県
沖縄県○愛知県

9計○三重県

３．厚生労働省「令和４年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」：講師派遣実施地域

講師派遣先

• 講師派遣研修の実施先（講師派遣先）は以下のとおりである。
講師派遣先は計9都道府県であった。（2023年3月31日時点） ※都道府県に重複あり
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４．厚生労働省「令和４年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」：受講者・主催者の声

モデル研修

講師派遣

受講者 主催者

仕事と介護の両立の難しさや、声
かけで変わる気持ちのことなど勉
強になった。

ケアマネジャーは自分の役割を家
族に説明することが重要である。
信頼関係を築いて家族に寄り
添った支援をしたいと思った。

“自ら介護しなくてもよい体制を
整える。介護休業は両立するため
の体制を整える準備期間”という
点が勉強になった。

介護休業制度について、介護の体
制づくりの期間という視点を忘れ
がちになるので、しっかりと意識し
たい。

介護休業について名前は知って
いるが、ケアマネジャーとして説
明ができるかというと、知識がな
かった。今後、情報提供の一つと
して、理解しておきたいと改めて
感じた。

講義のあとに、ロールプレイとグ
ループワークを行うことで家族支
援の視点をもって、具体的な
アプローチがイメージできた。

今まで家族の離職に対して、ケア
マネの声かけ次第で離職を止め
られるかもしれない、という考え
は持っていなかった。関わり方次
第で良い方向にいくことを学ん
だ。

事例を通して、グループで話し合
いができ、制度の活用についての
支援方法が深められた。

介護休業制度や制度利用についての知識が深まったこと、家族支援をより
良く行って行くためのヒントがたくさん得られた。全国のケアマネジャーと
つながることができ、地域性についての話が出来たことも良かった。

両立支援制度について理解を深
めることができた。介護に専念す
るためではなく、仕事を続けるた
めの制度であることを、ご家族に
も伝えていきたい。

普段はあまり注視しない家族介護
者の仕事に視点をあてた研修で
あり、今後の関り方に少し変化が
持てるものだと感じた。
家族の相談にも乗りながら仕事
をあきらめなくてもいいように支
援していきたい。

ケアマネジャーの視点から、実践現
場でのラポール形成の関わり方を
グループワークの中で学べたのが
良かった。

介護休業が「介護体制を整えるため
の準備期間である」ということが目
から鱗状態だった。

仕事をしながら介護している家族
の生活を守ることは大切なことと
再度学ぶことができた。

「両立支援制度は介護に専念する
ためだけに利用するものではない」
という基本的な視点について、ケア
マネジャーの間でも理解度に差が
あると感じていたが、事例検討を
通じて十分に理解が深まったと思
う。

両立支援制度についての研修会を
初めて受ける参加者も多かったよ
うなので、正しい知識を分かりやす
く説明いただけたのは大変よかっ
た。

ケアマネジャーとして家族介護
者の支援に目を向ける重要性に
ついて考えるきっかけとなった。

介護サービスの利用だけでなく、
同時に支援制度を利用しての
ケース紹介があったのはとても
参考になったとの意見が多く
あった。

介護職やケアマネジャー自身の
ことについても盛り込まれてお
り、身近に感じる研修だった。
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５．「ケアマネジャー研修 仕事と介護の両立支援カリキュラム」 より 参考資料 ～お役立ちツール、参考文献の紹介～

※詳細は以下の厚生労働省ＨＰに公開されている本研修カリキュラムの冊子を参照してください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo.html

１．情報整理シート・チェックリスト

（１）情報整理シート【ケアマネジャー向け】

●就労している家族からの相談を受ける際に活用できる情報整

理シートや、就労している家族自身が利用するチェックリスト
など、仕事と介護の両立を支援するためのさまざまなツール
が開発されています。

●就労している家族の状況を整理するためのツールとして、以下のようなもの
があります。

●ケアマネジャーの法律上の業務は、あくまでも利用者の支援です。就労して

いる家族のことを把握するのは、利用者支援の一環であることを踏まえ、こ
れらのツールは家族と信頼関係を構築したうえで活用するようにしましょう。

（２）チェックリスト【就労している家族向け】

●就労している家族が、ケアマネジャーに相談したり、利用者や自分自身のこ
とを整理したりするためのツールとして、以下のようなものがあります。

●介護に直面した家族が、何を相談すればよいのか困っていたり、何を知っ

ておくと良いのか分からずにいたりする場合は、こうしたツールの存在をお
伝えしてもよいでしょう。
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５．「ケアマネジャー研修 仕事と介護の両立支援カリキュラム」 より 参考資料 ～お役立ちツール、参考文献の紹介～

※詳細は以下の厚生労働省ＨＰに公開されている本研修カリキュラムの冊子を参照してください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo.html

２．家族介護者支援に役立つパンフレット・マニュアル

●家族介護者支援にあたっての考え方や、企業の取組、労働者の両立
事例などをまとめたパンフレットやマニュアルが公表されています。
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６．育児・介護休業法における両立支援制度についての

厚生労働省ホームページの特設サイト

育児・介護休業法における両立支援制度について、
詳しくは、厚生労働省ホームページの特設サイトもご覧ください。
お問い合わせやご相談は
都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ。

リーフレットはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/000103533_000

03.html

特設サイトはこちら

https://www.mhlw.go.jp/seisakunit
suite/bunya/koyou_roudou/koyouki

ntou/ryouritsu/kaigo/
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